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 「具体的に何をやればよいか分からない」との中⼩企業の声も多いことから、専⾨家による省エネ診断への⽀
援を強化（令和６年度は前年度⽐倍増の案件数を⾒込む）

 省エネの専⾨家が中⼩企業を訪ね、エネルギー使⽤の改善をアドバイス。省エネ診断を受けた場合は、省エネ
補助⾦の加点措置を⾏っており、診断から設備⽀援まで、⼀体とした⽀援を実施。

• ウォークスルー後、再度⾯談
で、その場でできる省エネのア
ドバイスを実施。
*４割の企業で、費⽤のかからない運⽤改
善の提案を実施できている。

• 後⽇、診断員が、⼯場ででき
る省エネの余地をまとめた
資料を作成し、中⼩企業に
提案・説明を実施。

• ⼯場内をまわり、エネルギーの
使い⽅を確認。

• 熱エネルギーの活⽤状況確認
にあたっては、⾚外線画像等も
⽤いて、うまく活⽤できていない
熱エネルギーの所在を確認。

• 診断員が、⼯場のエネルギー
管理者等と⾯談。

• ⼯場の設備の仕様や、普段
の設備の使い⽅を確認し、
ウォークスルーでの重点
確認ポイントをすり合わ
せる。

①事前アンケート・⾯談 ②ウォークスルー ③アフターフォロー

省エネ補助⾦の加点措置

省エネ診断について
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※省エネ診断各種につきまして、別添の「省エネ診断フローチャート」を参照ください。



3

省エネ・地域パートナーシップ
経済産業省は、中⼩企業等の省エネ取組を地域で⽀援するため、地域の⾦融機関や省エネ⽀援機関

等と連携する枠組みとして、7⽉22⽇に「省エネ・地域パートナーシップ」を⽴ち上げました。
パートナー⾦融機関による省エネ⽀援を受けた場合、省エネ補助⾦の加点措置があります。
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表彰制度（北海道経済産業局独⾃の取組）



5

優良事例・モデル的取組の横展開（北海道経済産業局独⾃の取組）
 北海道内の企業・団体等の節電・省エネ／電⼒ピーク対策の事例を、「節電・省エネ事例
“⻁の巻”」として取りまとめ、紹介。

出典︓北海道経済産業局webページ
https://www.hkd.meti.go.jp/hokne/setsuden/index.htm
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【参考】令和7年度経済産業省概算要求
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【参考】令和7年度経済産業省概算要求
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【参考】令和7年度経済産業省概算要求
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◆ 省エネ⽀援制度に関する問い合わせ先
北海道経済産業局 エネルギー対策課

TEL:011-709-2311
省エネ担当︓内線2635〜2636

メール︓bzl-hokkaido-energy@meti.go.jp
 エネルギー関連⽀援制度の公募情報・イベントを当局メルマガで配信しています◆

メルマガ配信登録は、こちらまで bzl-hokkaido-energy@meti.go.jp


